
高松市市民活動保険制度実施要綱  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、市民活動中に発生した事故により市民活動団体等及び活

動者が法律上の賠償責任を負った場合及び当該市民活動においてその活動者

が死亡し、又は負傷した場合に、これを補償するために創設する高松市市民

活動保険制度（以下「本保険制度」という。）に関し必要な事項を定めるこ

とにより、市民が安心して市民活動に参加することができるよう支援を行う

とともに、市民活動の円滑な運営を促進し、もって高松市自治基本条例に掲

げる「市民主体のまちづくり」の推進に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。  

(１ ) 市民活動  市民活動団体等が、広く公共の利益の増進に寄与すること

を目的とし、自発的かつ主体的に行う非営利の活動をいい、その活動は、

報酬（実費弁償程度のものを除く。）を伴わないものであって日本国内で

行われる活動（政治又は宗教に関する活動を除く。）とする。その活動の

具体例は、別表第１に掲げるとおりとする。  

(２ ) 市民活動団体等  本市に活動の拠点を置き、市民活動を継続的かつ計

画的に行う団体をいう。  

(３ ) 活動者  市民活動団体等において市民活動の計画、立案及び運営の指

導的地位にある者並びにその運営に従事する者（以下これらを「指導者等」

という。）又は市民活動を直接的に実践する参加者（指導者等がその参加

を把握していない者、市民活動の観覧者又は見学者、当該サービス又はそ

の実施をしている施設等を利用しているだけの者及び乳児等の自発的参加

の意思を持たない者を除く。）をいう。  

（本保険制度の対象外とする活動）  

第３条  次の各号に掲げる活動は、本保険制度の対象外とする。  

(１ )  学校、幼稚園又は保育園等の管理下において行われる活動  

(２ ) 自らの職業として行う活動  



 (３ ) 自己啓発若しくは技術向上のために行う活動又は競技性の高い活動  

(４ )  親睦を図るために行われる活動  

(５ ) 山岳・海難救助ボランティア、災害救助ボランティア等の危険度の高

い活動  

(６ ) 害獣駆除活動又は毒物・劇物の使用を伴う活動  

(７ ) 山岳登はん（ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用するもの及びロ

ッククライミングをいう。）、スカイダイビング、ハンググライダーへの

搭乗、外洋におけるヨット操縦その他これらに類する危険を伴う活動  

(８ ) 野焼き山焼きを行う活動又はチェンソー等を使用する活動  

（保険契約）  

第４条  市は、本保険制度による補償を行うために、本市が実施した入札にお

いて落札した者（以下「保険会社等」という。）との間で保険契約を締結す

るものとする。  

（保険期間）  

第５条  本保険制度の保険期間は、毎年４月１日から１年間とする。  

（本保険制度の対象となる事故）  

第６条  本保険制度の対象となる事故は、次に掲げるとおりとする。  

(１ ) 賠償事故  市民活動中に活動者又は第三者の生命、身体又は財物に損

害を与え、その被害者から損害賠償を求められた市民活動団体等及び活動

者（以下「賠償補償対象者」という。）が、法律上の賠償責任を負う事故  

(２ ) 傷害事故  市民活動中（市民活動を行う場所と活動者の自宅との間の

通常の経路及び方法による往復途中を含む。ただし、その行動があらかじ

め予定されていたものであることが書面等により確認できる場合に限る。）

の急激かつ偶然な外来の事由により死亡し、又は負傷した活動者（以下

「傷害補償対象者」という。）が発生した事故  

  なお、細菌性食中毒（Ｏ－１５７を含む。）やウイルス性食中毒による

事故も、この保険の適用を受けるものとする。  

（本保険制度の適用除外）  

第７条  前条第１号の規定にかかわらず、賠償事故のうち、次の各号のいずれ

かに該当する事故については、本保険制度を適用しないものとする。  



(１ ) 賠償補償対象者の故意により発生した事故  

(２ ) 戦争、テロ、暴動、騒じょう、労働争議その他社会的騒乱による事故  

(３ ) 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故  

(４ )  心身喪失中の事故  

(５ )  賠償補償対象者と世帯を同じくする親族等に対する事故  

(６ ) 施設の新築、改築、修理、取り壊し等の工事による事故  

(７ )  受託物の損害に関する事故  

(８ )  賠償補償対象者自らが所有し、使用し、又は管理する車両（その原動

力を専ら人力とするものを除く。）、昇降機、航空機若しくは船舶（モー

ターボートを含む。）及び動物に起因する事故  

(９ )  日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る事故  

(10)  その他第４条の規定により締結をした保険契約の約款、特約条項等で

定める事故  

２  前条第２号の規定にかかわらず、傷害事故のうち、次の各号のいずれか

に該当する事故については、本保険制度を適用しないものとする。  

(１ ) 傷害補償対象者の故意により発生した事故  

(２ ) 戦争、テロ、暴動、騒じょう、労働争議その他社会的騒乱による事故  

(３ ) 核燃料物質（使用済燃料を含む。以下同様とする。）若しくは核燃料

物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含む。）の放射性、爆発

性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故  

(４ ) 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故  

(５ ) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染に起因する事故（  ただし、環境汚

染の発生が不測かつ突発的事故による場合を除く。）  

(６ ) 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故  

(７ ) 傷害補償対象者の無免許運転、酒酔い運転又は麻薬等を使用しての運

転による事故  

(８ ) 傷害補償対象者の脳疾患、疾病（日射や熱射による熱中症を除く。）

又は心神喪失による事故  

(９ ) 傷害補償対象者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医

療処置による事故  



(10) 剄部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛等の他覚症状のないも

の  

 (11) 労災保険等の適用を受ける事故  

(12) その他第４条の規定により締結をした保険契約の約款、特約条項等で

定める事故  

（賠償事故に係る補償金の種類及び額の算定並びにその限度額）  

第８条  賠償事故において本保険制度により補償されるべき補償金の種類は別

表第２のとおりとし、その額は、次の各号に掲げる損害又は費用の額の合計

額に相当する額とする。ただし、その額が同表に定める限度額を超える場合

は、補償金の額は当該限度額とする。  

(１ ) 治療費、入院費（諸雑費を含む。）、通院交通費、休業補償、葬儀費、

慰謝料、逸失利益、修理費その他賠償補償対象者が法律上の賠償責任を負

う損害に係る費用  

 (２ ) 損害の防止又は軽減のために賠償補償対象者が支出した費用で、保険

会社等が認めたもの  

 (３ ) 損害賠償責任の解決をするための訴訟、仲裁、和解、調停等に要した

費用で、保険会社等が認めたもの  

 (４ ) 賠償補償対象者が保険会社等の事務に協力するために支出した費用  

 (５ ) その他第４条の規定により締結をした保険契約の約款、特約条項等で

定める損害又は費用  

（傷害事故に係る補償金の種類、支給事由及び補償金の額）  

第９条  傷害事故において本保険制度により補償されるべき補償金の種類、支

給事由及び補償金の額は、別表第３のとおりとする。  

２  別表第３に掲げる補償金は併給することができる。ただし死亡補償金と後

遺障害補償金とを併給する場合にあっては、支給される補償金の額は、死亡

補償金の額を限度とする。  

（事故発生の報告及び事故通知）  

第１０条  賠償補償対象者及び傷害補償対象者は、賠償事故又は傷害事故（こ

れらが同時に発生した場合を含む。）が発生したと思われるときは、速やか

にその旨を市長に連絡し、事故報告書（様式第１号）により遅滞なく市長に



報告するものとする。  

２  市長は、前項の規定による報告を受けたときは、本保険制度の適用の可否

について審査し、本保険制度の適用の範囲内のものと判断をした場合は、速

やかにその旨を保険会社等に通知するものとする。この場合において、適用

の可否について疑わしいときは、市長は速やかにその旨を保険会社等に対し

て助言を求めることができ、保険会社等はそれに応えるものとする。  

（補償金の請求）  

第１１条  賠償事故に係る補償金の支給を受けようとする賠償補償対象者は、

損害賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律上の問題が解決した

後に、保険会社等に対し、当該補償金の請求に必要な書類を提出するものと

する。  

２  傷害事故に係る補償金の支給を受けようとする傷害補償対象者（その補償

金の種類が死亡補償金の場合にあっては、死亡した者の法定相続人等）は、

別表第３に定める支給事由が確定した後（その補償金の種類が入院補償金又

は通院補償金である者にあっては、全ての治療が完了した後）に、保険会社

等に対し、当該補償金の請求に必要な書類を市を経由して提出するものとす

る。  

（補償金の支給等に係る手続）  

第１２条  前条の規定により補償金の請求を受けた保険会社等は、請求のあっ

た補償金を支払うときは、当該補償金の請求をした者が指定する金融機関の

口座にこれを振り込むことにより行うものとし、当該請求者に対して支払通

知書を送付するとともに、市長に対してはその旨を通知するものとする。  

２  前項の規定による手続が終了したことにより、市は本保険制度に係る手続

を完了するものとする。  

（本市が主催をする行事等に係る適用）  

第１３条  市長は、次の各号に掲げる活動について、それを市民活動に類する

活動であると認めるときは、その活動に起因する事故についても、本保険制

度の適用の範囲内において、本保険制度を適用することができる事故とする。

この場合においては、個人（市外の在住者を含む。）による活動についても、

本保険制度の適用を受けるものとする。  



(１ ) 本市が主催又は共催をする行事、事業等における活動  

 (２ ) 本市が市民活動団体等に委託をして行う事業における活動  

 (３ ) 市長から委嘱を受けて行う活動  

 (４ ) 本市の制度に登録をして行う活動  

２  前項の規定にかかわらず、本市が契約をする全国市長会市民総合賠償補償

保険又は当該事業を主催する課において締結をした保険契約の適用の対象と

なる事故については、本保険制度の適用の対象外とする。  

（個人情報の取扱い）  

第１４条  保険会社等は、高松市個人情報の保護に関する法律施行条例及び関

係法令を遵守しなければならない。  

２  保険会社等は、本保険制度に係る業務の実施にあたっては、個人情報その

他業務の実施に伴い知り得た情報を他に漏らしてはならない。保険契約に係

る期間が満了し、又は保険契約を解除された後も同様とする。  

３  保険会社等は、本保険制度に係る業務の実施のために提供された個人情報

を当該業務の目的以外にこれを使用し、又は第三者に提供してはならない。

ただし、業務の実施においてその必要を生じた場合は除く。  

（補則）  

第１５条  この要綱に定めのない事項は、第４条の規定による保険会社等との

間で締結をした保険契約の約款、特約条項等の定めるところによることとし、

それらに定めのない事項については市と保険会社等が協議の上、決定するも

のとする。  

 

附  則  

１  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

２  市民への周知その他本保険制度を運用するために必要な準備行為は、この

要綱の施行前においても行うことができる。  

  



別表第１（第２条関係）  

対象となる活動  活動の具体例  

社会福祉活動  

■社会福祉施設等に対する援護活動  

■高齢者・障がい者に対する援護活動  

■公的な募金活動  

保健衛生活動  
■献血、各種健診の普及啓発活動  

■がん検診・各種健康診査への協力  

環境保全活動  

■環境美化・清掃活動  

■リサイクル運動  

■自然保護、緑化活動  

青少年健全育成

活動  

■青少年非行防止活動  

■青少年保護活動  

■児童福祉向上のための活動  

防犯活動  
■暴力追放運動  

■防犯対策に関する啓発活動  

防火・防災活動  ■防火・防災に関する啓発活動、訓練  

交通安全活動  ■交通安全運動・啓発運動  

生涯学習活動  
■スポーツ活動  

■文化活動  

地域社会活動  
■各地区地域コミュニティ協議会・自治会の運営  

■地域施設の管理運営活動  

 

別表第２（第８条関係）  

補償金の種類  限度額  

身体賠償補償  １名当たりの限度額    １億円  

１事故当たりの限度額   １億円  

財物賠償補償  １事故当たりの限度額   ５００万円  

 

 



別表第３（第９条、第１１条関係）  

補償金の種類  支給事由  補償金の額  

死亡補償金  傷害補償対象者が傷害事故の発生した

日から起算して１８０日以内に死亡し

た場合  

５００万円  

後 遺 障 害 補 償

金  

傷害補償対象者が傷害事故を直接の原

因として当該傷害事故の発生した日か

ら起算して１８０日以内に別表第４に

定める後遺障害を生じた場合（当該期

間内に当該後遺障害が確定しなかった

場合は、１８１日目における医師の診

断により将来当該後遺障害の生ずべき

ことが推定された場合）  

後遺障害の程度

により、死亡補

償金の  

３～１００％  

後遺障害補償金

支払区分につい

ては、別表第４

のとおり  

入院補償金  傷害補償対象者が、傷害事故を直接の

原因として生活機能又は業務能力に支

障をきたしたため、当該傷害事故の発

生した日から起算して１８０日以内の

間に、入院による治療を受けた場合  

入院１日につき  

３，０００円  

通院補償金  傷害補償対象者が、傷害事故を直接の

原因として生活機能又は業務能力に支

障をきたしたため、通院による治療を

受けた場合。ただし、当該傷害事故の

発生した日から起算して１８０日以内

の 間 の 通 院 に よ る 治 療 に 限 る も の と

し、対象となる通院の日数は９０日を

限度とする。  

通院１日につき  

２，０００円  

 

 

 



別表第４  後遺障害補償金支払区分表  

１  眼の障害  

(１ ) 両眼が失明したとき･･････････････････････････････････１００％  

(２ ) １眼が失明したとき････････････････････････････････････６０％  

(３ ) １眼の矯正視力が０．６以下となったとき･･････････････････５％  

(４ ) １眼の視野狭窄（正常視野の角度の合計の 60%以下になった場合を

いう。）となったとき････････････････････････････････････････５％  

２  耳の障害  

(１ ) 両耳の聴力を全く失ったとき････････････････････････････８０％  

(２ ) １耳の聴力を全く失ったとき････････････････････････････３０％  

(３ ) １耳の聴力が 50cm 以上では通常の話し声を解せないとき･････５％  

３  鼻の障害  

(１ ) 鼻の機能に著しい障害を残すとき････････････････････････２０％  

４  咀しゃく、言語の障害  

(１ ) 咀しゃく又は言語の機能を全く廃したとき･･････････････１００％  

(２ ) 咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき･･････････３５％  

(３ ) 咀しゃく又は言語の機能に障害を残すとき････････････････１５％  

(４ ) 歯に５本以上の欠損を生じたとき･･････････････････････････５％  

５  外貌（顔面、頭部、頸部をいう）の醜状  

(１ ) 外貌に著しい醜状を残すとき････････････････････････････１５％  

(２ ) 外貌に醜状（顔面においては直径２ cm の瘢痕、長さ３ cm の線状痕

程度をいう）を残すとき･･････････････････････････････････････３％  

６  脊柱の障害  

(１ ) 脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残すとき････････４０％  

(２ ) 脊柱に運動障害を残すとき･･････････････････････････････３０％  

(３ ) 脊柱に変形を残すとき･･････････････････････････････････１５％  

７  腕（手関節以上をいう）及び脚（足間節以上をいう）の障害  

(１ ) １腕又は１脚を失ったとき･･････････････････････････････６０％  

(２ ) １腕又は１脚の３大間節中の 2 間節又は３関節の機能を全く廃した

とき･･････････････････････････････････････････････････････５０％  



(３ )  １ 腕 又 は １ 脚 の ３ 大 間 節 中 の １ 間 節 の 機 能 を 全 く 廃 し た と

き････････････････････････････････････････････････････････３５％  

(４ ) １腕又は１脚の機能に障害を残すとき･･････････････････････５％  

８  手指の障害  

(１ ) １手の拇指を指関節以上（指節間関節）で失ったとき･･････２０％  

(２ ) １手の拇指の機能に著しい障害を残すとき････････････････１５％  

(３ )  拇指以外の１指を２ 指関節（遠位指節間関節）以上で失ったと

き･･････････････････････････････････････････････････････････８％  

(４ ) 拇指以外の１指の機能に著しい障害を残すとき･･････････････５％  

９  足指の障害  

(１ ) １足の第１足指を趾関節（指節間関節）以上で失ったとき･･１０％  

(２ ) １足の第１足指の機能に著しい障害を残すとき･･････････････８％  

(３ ) 第１足指以外の１足指の第２趾関節（遠位指節間関節）以上で失っ

たとき･･････････････････････････････････････････････････････５％  

(４ ) 第１足指以外の１足指の機能に著しい障害を残すとき････････３％  

１０  その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき･･１００％  

 

(注１ ) 第７号から第９号までの規定中「以上」とは、当該関節より心臓に

近い部分をいう。  

(注２ ) 関節などの説明図  

 



様式第１号（第１０条関係）  

年   月   日   

（宛先）高松市長  

報告者  住所                   

氏名                   

    電話     （     ）         

※賠償事故加害者又は傷害事故負傷者との関係（団体の代表者・本人・親権者  

・相続人・その他（    ））  

 

事故報告書  

 

 市民活動中に事故が発生しましたので、高松市市民活動保険制度実施要綱第

１０条第１項の規定により、報告します。  

 また、市民活動保険制度の各種手続において、この報告書記載の個人情報を

市が契約する保険会社等に提供することに同意します。  

事故の種類  
（該当に○）  

賠償事故      ・    傷害事故  

所
属
団
体 

団体名   

団体所在地   

 
代表者名   

電話番号   

主な活動内容  
※  日頃の活動について確認できる資料を添付してください。  

事
故
の
詳
細 

事故発生日にお
ける活動内容  

 

報酬：有（    ）円・無   

※  当日の活動のチラシ、開催要項又は案内状を添付してください。  

発生日時      年   月   日（   ）  午前  ･ 午後     時     分頃  

発生場所       

発生時の状況  

※ で き る だ け 詳

し く 御 記 入 く

ださい。  

枠内に記載で

きないときは  

  別紙の添付可  

 （事故現場の見取図）  



主催者又は事故の目撃

者等で当日の事故の状

況等を証明できる者  

※  確 認 の た め 御 連 絡 を

さ せ て い た だ く 場 合

があります。  

住 所  

氏
フリ

名
ガナ

                                            

電話番号  
 

 

負傷者  

（死亡者）  

又は  

被害者  

住 所                          

氏
フリ

名
ガナ

  生年月日  年   月   日  

電話番号   

加害者  

※賠償事故の場合  

住 所  

氏
フリ

名
ガナ

 
 

電話番号   

身
体
事
故 

身体の障害
の内容  

傷病名   部位   

症状・程度   

傷病程度  

入   院：   月   日  ～   月   日  （   日間  確定・見込み）  

通  院：   月   日  ～   月   日  （うち   日間  確定・見込み）  

 ※  治療継続中の場合：現在の通院頻度（  月  ／  週    日程度）  

医療機関名   電話番号   

財
物
事
故 

損壊物名称   損壊見込額  円  

修理業者名   電話番号          

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 高松市記載欄  

受
付
欄 

受付方法  
□持参（        ）  □郵送  

□その他（              ）  
整理番号  

   

   

   

 


